
物品売払費積算書
次のとおり積算する。

※上段は変更前積算、下段は変更後積算を表示
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非該当
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豊田市古瀬間聖苑有価物（銀板状）売払い仕様書 

１ 件名 
豊田市古瀬間聖苑有価物（銀板状）売払い 

２ 物品の品目及び数量 
品目 品位 数量

銀（板状） 純度 99.99％以上 3,908ｇ
・精錬業者相田化学⼯業株式会社が発⾏した重量・純度等の証明書添付 

３ 引渡場所 
豊田市⻄町地内 

４ 引渡期間 
令和８年７⽉２⽇（⽊）から令和８年７⽉３１⽇（⾦）まで 

５ 引渡し 
（１） 売払物品の引渡しについては、契約締結後、売払代⾦の完納を本市が確認した後に⾏う。 
（２） 引渡しの場所及び⽇時については、売払代⾦の完納を本市が確認した後に、買受⼈に対し

通知する。 
引取りに際しては、引取⽇時等について事前に担当部署と詳細な打合せを⾏い、その指

示に従うこと。 
（３） 売払物品を移送するための容器（ハードケース等）は買受⼈で用意すること。 
（４） 本件有価物は現状有姿で売払う。形状・外観上の傷、打痕等は現品の状況によるものと

し、本市はこれを理由とする異議申⽴てを受けない。 
（５） 分割引渡しは⾏わない。 

６ 注意事項 
（１） 本件売払に関しては、豊田市契約規則その他関係法令を遵守し、本仕様書記載事項を確認

のうえ入札に参加すること。 
（２） 現品確認は、書⾯（重量・純度等の証明書や写真）確認を原則とする。 
（３） 契約後においては事情の如何を問わず契約⾦額及びその内容の変更は⼀切認めない。 
（４） 引渡し後の物品については災害、盗難などによる事故が発生しても、本市はその責任を⼀

切負わないものとする。 
（５） 買受⼈は、残骨灰由来である事実を含む本件に関する情報を第三者へ不必要に開示しては

ならない。また、広告宣伝等において本件の性質（遺骨由来）を商業的に利用してはなら
ない。 

（６） 本仕様書に記載のない事項については、売払⼈と買受⼈との協議によるものとする。 



７ 担当部署 
豊田市福祉部やすらぎ福祉総務課 
所在地︓豊田市⻄町 3 丁目 60 番地 豊田市役所東庁舎 1 階 
電話番号︓0565-34-6706 



ロット番号不整合

差替え分は次ページ
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